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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排水口からの排水が流出する排出口を有する凹状部と、
　前記排出口に接続され、該排出口から流出する排水を通す配管と、
　可撓性を有し、前記配管に対して前記排出口から引き出し可能に装着されて前記配管の
内面に接触した清掃部材とを備え、
　前記配管内に抗菌性の物質を出す抗菌部が前記清掃部材の少なくとも一部に設けられて
いることを特徴とする排水装置。
【請求項２】
　前記清掃部材において前記配管に挿入される先端部とは反対側の部位に、前記排出口に
対して着脱可能に装着された目皿が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の排
水装置。
【請求項３】
　前記清掃部材は、前記配管への挿入部位がコイルばね状とされ、
　前記配管に対して挿入される方向に前記コイルばね状の挿入部位の軸方向を向けて該挿
入部位が前記配管に挿入されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の排水
装置。
【請求項４】
　前記配管に対して前記排水口から挿入された前記清掃部材の先端部は、前記配管のトラ
ップ部に形成される封水に挿入された封水挿入部とされ、
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　該封水挿入部に少なくとも前記抗菌部が設けられていることを特徴とする請求項１～請
求項３のいずれか一項に記載の排水装置。
【請求項５】
　排水口からの排水が流出する排出口を有する凹状部の前記排出口に排水を通す配管を接
続した排水装置のための清掃部付き目皿であって、
　可撓性を有し、前記配管に対して前記排出口から引き出し可能に挿入されて前記配管の
内面に接触する清掃部と、
　該清掃部において前記配管に挿入される先端部とは反対側の部位に設けられる目皿であ
って前記排出口に対して着脱可能に装着される目皿とを備え、
　前記配管内に抗菌性の物質を出す抗菌部が前記清掃部の少なくとも一部に設けられてい
ることを特徴とする清掃部付き目皿。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排水口からの排水を凹状部の排出口から配管に通す排水装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　システムキッチン等の排水装置は、シンク等の排水口からの排水を凹状のストレーナ収
容部の排出口から排水配管に通している（例えば、特許文献１参照）。この配管の内部は
、排水が流れるため、微生物の作用によってできる粘状物質であるヌメリが付着する。
　また、配管の内部を洗浄するため、配管に洗浄口を形成し、この洗浄口に洗浄口蓋を取
り付けることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１８８０６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、一般家庭のユーザは、排水配管の内部を清掃する作業を面倒と感じてしまう。
配管の内部を清掃しないと、配管の内壁面に付着するヌメリが増えてしまうことになる。
【０００５】
　本発明は、排水配管内の抗菌性を容易に維持することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の排水装置は、排水口からの排水が流出する排出口を
有する凹状部と、前記排出口に接続され、該排出口から流出する排水を通す配管と、可撓
性を有し、前記配管に対して前記排出口から引き出し可能に装着されて前記配管の内面に
接触した清掃部材とを備え、前記配管内に抗菌性の物質を出す抗菌部が前記清掃部材の少
なくとも一部に設けられていることを特徴とする。
【０００７】
　すなわち、配管内に抗菌性の物質を出す抗菌部が前記清掃部材の少なくとも一部に設け
られていることにより、排水配管に対して排出口から装着された清掃部材の抗菌部から配
管内に抗菌性の物質が出され、配管内へのヌメリの発生が抑制される。また、抗菌部が寿
命となっても、排出口から清掃部材を引き出すことができるので、抗菌部を有する清掃部
材の交換が容易である。
　ここで、上記抗菌性は、菌の増殖を抑制する性質をいう。抗菌性の物質は、抗菌性を有
する物質をいい、銀イオン、銅イオン、亜鉛イオン、ニッケルイオン、等が含まれる。上
記抗菌部は、配管内に抗菌性の物質を出すものであればよく、銀イオン等を溶出する種々
の部材の他、特開平１１－３４３５９２号公報や特開２０００－１４３４２２号公報に記
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載されるＮｉ－Ｐ系合金を含む材料等が含まれる。
　上記抗菌部は、清掃部材表面に抗菌性物質をめっきした部位など清掃部材から分離不能
な部位でもよいし、清掃部材に固定した板状の抗菌性物質など清掃部材から分離可能な部
位でもよい。
【０００８】
　各請求項に係る発明において、上記排水装置には、システムキッチンのシンクの排水口
に設けられる排水装置、洗面化粧台の洗面ボウルの排水口に設けられる排水装置、浴室用
の排水装置、飲食店に用いられる排水装置、等が含まれる。
【０００９】
　前記清掃部材において前記配管に挿入される先端部とは反対側の部位に、前記排出口に
対して着脱可能に装着された目皿が設けられてもよい。これにより、清掃部材を排出口か
ら排水配管に挿入して目皿を排出口に装着すると清掃部材が配管内に配置され、目皿を排
出口から外すと清掃部材も排出口から引き出すことができる。従って、簡単な作業で配管
内面の汚れが落ちる。
【００１０】
　また、本発明は、排水口からの排水が流出する排出口を有する凹状部の前記排出口に排
水を通す配管を接続した排水装置のための清掃部付き目皿であって、可撓性を有し、前記
配管に対して前記排出口から引き出し可能に挿入されて前記配管の内面に接触する清掃部
と、該清掃部において前記配管に挿入される先端部とは反対側の部位に設けられる目皿で
あって前記排出口に対して着脱可能に装着される目皿とを備え、前記配管内に抗菌性の物
質を出す抗菌部が前記清掃部の少なくとも一部に設けられていることを特徴とする。
【００１１】
　すなわち、配管内に抗菌性の物質を出す抗菌部が清掃部の少なくとも一部に設けられて
いることにより、排水配管に対して排出口から装着された清掃部の抗菌部から配管内に抗
菌性の物質が出され、配管内へのヌメリの発生が抑制される。また、抗菌部が寿命となっ
ても、排出口から清掃部を引き出すことができるので、抗菌部を有する清掃部の交換が容
易である。
　上記抗菌部は、清掃部表面に抗菌性物質をめっきした部位など清掃部から分離不能な部
位でもよいし、清掃部に固定した板状の抗菌性物質など清掃部から分離可能な部位でもよ
い。
【００１２】
　前記清掃部材の前記配管への挿入部位がコイルばね状とされ、前記配管に対して挿入さ
れる方向に前記コイルばね状の挿入部位の軸方向を向けて該挿入部位が前記配管に挿入さ
れてもよい。排水配管に対して挿入される方向に清掃部材の挿入部位が伸縮可能とされて
いるので、種々の長さの排水配管に清掃部材を装着する際に好適である。
【００１５】
　前記配管に対して前記排水口から挿入された前記清掃部材の先端部が前記配管のトラッ
プ部に形成される封水に挿入された封水挿入部とされ、該封水挿入部に少なくとも前記抗
菌部が設けられてもよい。これにより、排水配管のトラップ部に形成される封水に挿入さ
れた封水挿入部の抗菌部から封水内に抗菌性の物質が出され、配管のトラップ部へのヌメ
リの発生が抑制される。
【００１６】
　なお、上記排水装置を有するシステムキッチンや洗面化粧台や浴室等の発明も、上述し
た作用、効果を奏する。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に係る発明によれば、排水配管内の抗菌性を容易に維持することができる。
　請求項２に係る発明では、排水配管に対する清掃部材の着脱を容易にすることができる
。
　請求項３に係る発明では、種々の長さの排水配管に清掃部材を装着するための好適な構
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成を提供することができる。
　請求項４に係る発明では、排水配管のトラップ部の抗菌性を容易に維持することができ
る。
　請求項５に係る発明では、排水配管内の抗菌性を容易に維持することができる新規の清
掃部付き目皿を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る排水装置１を一部破断して示す側面図である。
【図２】図１に示す排水装置１の一部分解斜視図である。
【図３】図１に示す排水装置１の要部を示す垂直断面図である。
【図４】（ａ）は変形例に係る清掃部材３１を示す図、（ｂ）は変形例に係る清掃部材３
１を用いた排水装置１の要部を示す垂直断面図、である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しながら発明を実施するための形態を例示する。むろん、本発明は本
明細書及び図面に示す実施形態に限定されるものではなく、実施形態に示す特徴の全てが
発明の解決手段に必須となるとは限らない。
【００２０】
（１）清掃部付き目皿を備える排水装置の構成：
　図１は、システムキッチンに設けられる排水装置１をシンク１１０とともに一部破断し
て示す側面図である。シンク１１０は、凹状に形成され、システムキッチンのカウンタに
組み込まれている。シンク１１０の底部には、排水を流出させるための排水口１１２が形
成されている。
　排水口１１２には、凹状のストレーナ収容部（凹状部）１０が取り付けられている。ス
トレーナ収容部１０は、側面部１０ｂの下部から水平方向へ排出部１１が延出している。
この排出部１１のために形成されるストレーナ収容部１０の開口が排出口１２である。排
水口１１２からストレーナ収容部１０に排水が流入すると、排出口１２から排水が流出す
る。
【００２１】
　図２（ａ）～（ｄ）は、排水装置１の要部を一部分解して示している。ストレーナ収容
部１０は、内部にストレーナ１４（図２（ｂ）参照）が着脱可能に収容され、上部となる
開口部１０ａに対して排水口蓋１６（図２（ａ）参照）が着脱可能に取り付けられ、排出
口１２に対して目皿５０（図２（ｃ）参照）が着脱可能に装着されている。ストレーナ１
４は、排水に含まれる細かい異物を除去するために設けられる。排水口蓋１６は、排水を
通過させながらストレーナ１４を隠すために設けられる。目皿５０は、ストレーナ収容部
１０からストレーナ１４を外したときに大きな異物が排出口１２から流出しないように設
けられる。図１に示す目皿５０は、十字状に区切られた四つの開口を有している。
【００２２】
　排出部１１には、排出口１２から流出する排水を通すための配管２０が接続されている
。図１，３に示す配管２０は、トラップ前配管２２とトラップ形成配管２４とトラップ後
配管２６とで構成されている。排出口１２に接続されるトラップ前配管２２の配管流入部
２３は、配管２０全体の排水流入部である。本配管２０は、いわゆる横引き配管であり、
トラップ前配管２２が排出口１２から水平方向に延出している。トラップ前配管２２の下
方へ曲がった排水流出部に接続されるトラップ形成配管２４は、排水のトラップ部２５を
有している。トラップ形成配管２４の排水流出部に接続されるトラップ後配管２６は、排
水をシステムキッチン外へ流出させるための配管である。
　なお、配管は、全体としてトラップ部を有していればよい。このため、トラップ前配管
やトラップ形成配管やトラップ後配管が複数の配管で構成されたり、トラップ部を有する
配管が直接排出口１２に接続されたりしてもよい。
【００２３】
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　図１，３に示すトラップ形成配管２４は、Ｓ字状に曲がったＳトラップを構成する部材
であり、大まかには前段のＵ字状部２４ａと後段の逆Ｕ字状部２４ｂを有している。Ｕ字
状部２４ａの下部には下側洗浄口が形成され、この下側洗浄口に洗浄口蓋２８が着脱可能
に取り付けられている。一方、逆Ｕ字状部２４ｂの上部には上側洗浄口が形成され、この
上側洗浄口に洗浄口蓋２８が着脱可能に取り付けられている。Ｕ字状部２４ａに封水Ｓ１
が生じるため、トラップ形成配管２４に封水のトラップ部２５が設けられていることにな
る。
　なお、トラップ部を形成する配管は、上述したＳトラップ以外にも、いわゆるＰトラッ
プや袋トラップ等でもよい。
【００２４】
　本排水装置１は、配管２０の内面２０ａの汚れを落とすための清掃部材３０が配管２０
に対して排出口１２から引き出し可能に装着されている。清掃部材３０は、可撓性を有し
、配管２０に装着されると配管内面２０ａに接触する。従って、排出口１２から清掃部材
３０を引き出すと配管内面２０ａの汚れが落ち、配管内面２０ａに付着した汚れの除去を
容易にすることができる。ここで、配管内面の汚れが落ちることには、配管内面の汚れが
清掃部材とともに排出口から出ること、配管内面の汚れが清掃部材により剥離して配管内
の残存すること、の両方が含まれる。配管内に残存した汚れは、水で流す等して配管内か
ら除去すればよい。
【００２５】
　図２（ｃ）等に示すように、本清掃部材３０は、配管２０への挿入部位となる清掃部４
０がスパイラル状のワイヤ、すなわち、コイルばね状の部位とされ、配管２０に挿入され
る先端部４１とは反対側の基部４２に目皿５０が設けられている。目皿５０と清掃部４０
とは、例えば、清掃部４０の一端を挿入した樹脂成形、すなわち、インサート成形により
固定することができる。むろん、目皿５０に形成した穴に清掃部４０の一端を挿入する等
して目皿５０と清掃部４０とを固定してもよい。
　清掃部４０を排出口１２から配管２０に挿入して目皿５０を排出口１２に装着すると清
掃部４０が配管２０内に配置され、目皿５０を排出口１２から外すと清掃部４０も排出口
１２から引き出され、配管内面２０ａの汚れが落ちる。清掃部材３０の基部４２に目皿５
０が設けられていることにより、配管２０に対する清掃部材の着脱を容易にすることがで
き、配管内面２０ａの汚れの除去を容易にすることができる。すなわち、清掃部材３０は
、排水配管内面に付着した汚れの除去を容易にする新規の清掃部付き目皿とされている。
【００２６】
　図２（ｃ）に示すようにコイルばね状の清掃部４０の軸方向をＡＸ１とすると、清掃部
４０は、配管２０に対して挿入される方向ＩＮ１（図３参照）に軸方向ＡＸ１を向けて配
管２０に挿入される。このため、清掃部４０の直径（外径）ｄ１は、配管２０の内径以下
が好ましく、配管内面２０ａの汚れを効率よく落とす観点から配管２０の内径（直径ｄ２
とする）よりも若干小さい（例えばｄ２－ｄ１が０．２～２mm程度）が特に好ましい。た
だし、配管内面２０ａの汚れを落とす効率と清掃部４０の挿入しやすさとを両立させるに
は、ｄ２－ｄ１を５mm～ｄ２／２とするとよい。また、清掃部４０のピッチｐ１は、様々
な設定が可能であるが、清掃部４０の内側を清掃する観点から清掃部４０の径方向外側か
ら内側へ指を入れることのできるピッチ（例えばコイルばねを構成するワイヤの直径に１
～３cm程度を加えたピッチ）が好ましい。
【００２７】
　清掃部４０は、図３に断面図で示したように、全体にわたって、ステンレスといった金
属材料等の基材４５の表面に抗菌部４６が設けられている。この抗菌部４６は、配管２０
内に抗菌性の物質を出す。本排水装置１は、図３に示す矢印の方向に排水が流れると、抗
菌部４６から抗菌性の物質が排水内に溶出し、配管２０内へのヌメリの発生が抑制される
。
【００２８】
　清掃部４０は、排水に抗菌性の物質を溶出する抗菌材料のみで形成されてもよいが、ス
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テンレスといった金属材料等に抗菌材料をめっきして形成されてもよい。排水中で抗菌性
の物質を溶出する抗菌材料は、特開平１１－３４３５９２号公報や特開２０００－１４３
４２２号公報に記載されるＮｉ－Ｐ系合金を含む材料が好ましい。このような材料で抗菌
部材を形成すると、排水中にＮｉ及びＰが溶出すると考えられ、配管２０内の菌の増殖が
抑制され、配管内面２０ａのヌメリ発生が抑えられる。むろん、排水中に抗菌性の物質を
溶出する抗菌材料は、銀イオン、銅イオン、亜鉛イオンといった金属イオンを溶出する金
属材料、無機材料、有機材料、等でもよい。
【００２９】
　また、排出口１２から清掃部材３０を引き出すことができるので、抗菌部が寿命となっ
たとき、配管２０内に挿入する抗菌部を交換するのが容易であり、交換後の抗菌部で配管
内面２０ａのヌメリ発生を抑制する効果を持続させることができる。
【００３０】
　図３に示すように、配管２０に対して排水口１１２から挿入された清掃部材３０の先端
部４１は、配管２０のトラップ部２５に形成される封水Ｓ１に挿入された封水挿入部４３
とされる。すなわち、清掃部材３０は、封水挿入部４３に抗菌部４６が設けられている。
　図３に示す矢印の方向に排水が流れると、トラップ部２５に封水Ｓ１が生じ、抗菌部４
６が封水Ｓ１に接する。従って、抗菌部４６から抗菌性の物質が封水Ｓ１内に溶出する。
抗菌部４６が長時間、封水Ｓ１に接することになるので、トラップ部２５の抗菌性が効果
的に得られる。
【００３１】
　なお、ストレーナ収容部１０や各配管２２，２４，２６や目皿５０は、熱可塑性樹脂と
いった樹脂材料、ステンレスといった金属材料、これらの組み合わせ、等、種々の材質と
することができ、樹脂材料や金属材料の成形品等を用いることができる。
【００３２】
（２）清掃部付き目皿を備える排水装置の作用、効果：
　次に、本排水装置１の作用、効果を説明する。
　図３に示す挿入方向ＩＮ１にコイルばね状の清掃部４０の軸方向ＡＸ１を向けて清掃部
４０を配管２０に挿入し、排出口１２に目皿５０を装着すると、可撓性を有する清掃部４
０が配管２０の曲線形状に追従して配管内面２０ａに接触する。従って、排出口１２から
清掃部材３０を引き出すという簡単な作業で、配管内面２０ａの汚れが落ちる。ここで、
目皿５０を手で持って排出口１２から外すことができる場合、目皿５０を手で持って排出
口１２から外すと清掃部４０も排出口１２から引き出すことができる。また、目皿５０を
指で引っ掛ける等して排出口１２から外す場合、排出口１２から外した目皿５０を手で持
って清掃部４０を排出口１２から引き出すことができる。
【００３３】
　なお、清掃部４０に付着した汚れを落とすと、再び清掃部４０を配管２０に挿入して排
出口１２に目皿５０を装着することにより、清掃部材３０を配管内面２０ａの汚れ除去の
ために使用することができる。
　以上より、本排水装置１は、新規の清掃部付き目皿により、配管内面２０ａに付着した
汚れの除去を容易にすることができる。
【００３４】
　また、清掃部４０は、コイルばね状であるので、配管２０への挿入方向ＩＮ１に伸縮可
能とされている。従って、本排水装置１は、種々の長さの排水配管に清掃部材を装着する
際に好適である。
　さらに、抗菌部４６から排水に抗菌性の物質が溶出し、配管内面２０ａに付着するヌメ
リの発生が抑制される。特に、封水挿入部４３の抗菌部４６から封水Ｓ１に抗菌性の物質
が溶出し、トラップ部２５に付着するヌメリの発生が抑制される。従って、本排水装置１
は、トラップ部２５など配管２０内の抗菌性を容易に維持することができる。また、抗菌
部が寿命となっても、配管２０から使用済みの清掃部材を引き出して新しい清掃部材を配
管２０に装着することができるので、清掃部材の交換が容易である。この点でも、配管２
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０内の抗菌性を容易に維持する効果が得られる。
　さらに、清掃部４０の先端部４１が封水Ｓ１に挿入されているので、ヌメリの付着し易
い箇所の配管内面２０ａの汚れを落とすことができる。
【００３５】
（３）変形例：
　上述した排水装置１は、洗面化粧台の洗面ボウルの排水口、浴室の排水口、飲食店とい
った店の排水口、等に接続可能である。
　ストレーナ収容部１０は、シンク１１０と別体とされる以外にも、シンク１１０と一体
に成形されてもよい。
　ストレーナ収容部１０の排出部は、底部１０ｃに設けられてもよい。この場合の排出部
は、底部１０ｃから下方へ延出してもよい。排出口には、トラップ前配管が鉛直に向いた
いわゆる下引き配管が接続されてもよい。すなわち、ストレーナ収容部１０の排出部やト
ラップ前配管の向きは、様々に設定可能である。
　ストレーナ収容部１０は、排水口蓋１６や目皿５０が無くてもよい。むろん、ストレー
ナを収容していない凹状部をストレーナ収容部の代わりに用いてもよい。
【００３６】
　清掃部材３０は、全体が可撓性を有していてもよいし、配管内に挿入可能である限り一
部のみ可撓性を有していてもよい。いずれの場合も、可撓性を有する清掃部材に含まれる
。
　清掃部材は、分割可能な複数の部材で構成されてもよい。
　清掃部材は、目皿が設けられていなくてもよい。例えば、上記清掃部４０のみを清掃部
材として排水装置に使用してもよい。この場合、清掃部材の基部を手で持って排出口から
清掃部材を引き出すことにより、配管内面の汚れを落とすことができる。
【００３７】
　抗菌部４６は、清掃部４０の全体にわたって設けられる以外にも、清掃部４０の一部に
のみ設けられてもよい。例えば、封水挿入部４３以外の清掃部４０の少なくとも一部に抗
菌部４６を設けず、封水挿入部４３に少なくとも抗菌部４６を設けても、抗菌部４６から
封水Ｓ１に抗菌性の物質が溶出し、トラップ部２５に付着するヌメリの発生が抑制される
。
　抗菌部は、清掃部材から分離不能な部位とされる以外にも、清掃部材から分離可能な部
材とされてもよい。
　なお、抗菌性の物質を出す態様には、溶出以外の態様も含まれる。
【００３８】
　清掃部材は、排水を妨げずに排水配管内面に接触する部材であれば、コイルばね状でな
くてもよい。
　図４（ａ）に示す清掃部材３１のように、可撓性の芯材４４ａにブラシ部４４ｂを設け
たブラシ状の清掃部４０を設けてもよい。本清掃部４０は、先端部４１側にブラシ部４４
ｂが設けられ、基部４２側にはブラシ部が設けられていない。むろん、ブラシの密度を調
整することにより、清掃部全体にわたってブラシ部を設けてもよい。図４（ｂ）に示す挿
入方向ＩＮ１に芯材４４ａを向けて清掃部４０を配管２０に挿入し、排出口１２に目皿５
０を装着すると、可撓性を有する清掃部４０が配管２０の曲線形状に追従し、ブラシ部４
４ｂが配管内面２０ａに接触する。従って、排出口１２から清掃部材３１を引き出すとい
う簡単な作業で、配管内面２０ａの汚れが落ちる。本排水装置１も、目皿５０を排出口１
２から外すと清掃部材３１も排出口１２から引き出すことができ、配管２０に対する清掃
部材３１の着脱が容易である。
【００３９】
　また、封水挿入部４３にあるブラシ部４４ｂに抗菌部が設けられていると、抗菌部から
封水Ｓ１内に抗菌性の物質が溶出し、トラップ部２５へのヌメリの発生が抑制される。む
ろん、封水挿入部４３でない箇所の清掃部４０に抗菌部が設けられていても、抗菌部から
排水に抗菌性の物質が溶出し、配管内面２０ａへのヌメリの発生が抑制される。
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【００４０】
　なお、従属請求項に係る構成要件を有しておらず独立請求項に係る構成要件のみからな
る排水装置及び清掃部付き目皿でも、上述した基本的な作用、効果が得られる。
　以上説明したように、本発明によると、種々の態様により、排水配管内面に付着した汚
れの除去を容易にする技術を提供することができる。
　また、上述した実施形態及び変形例の中で開示した各構成を相互に置換したり組み合わ
せを変更したりして本発明を実施することも可能であり、公知技術並びに上述した実施形
態及び変形例の中で開示した各構成を相互に置換したり組み合わせを変更したりして本発
明を実施することも可能である。従って、本発明は、上述した実施形態や変形例に限られ
ず、公知技術並びに上述した実施形態及び変形例の中で開示した各構成を相互に置換した
り組み合わせを変更したりした構成等も含まれる。
【符号の説明】
【００４１】
１…排水装置、
１０…ストレーナ収容部（凹状部）、１０ａ…開口部、１０ｂ…側面部、１０ｃ…底部、
１１…排出部、１２…排出口、
２０…配管、２０ａ…内面、
２２…トラップ前配管、
２４…トラップ形成配管、２５…トラップ部、
２６…トラップ後配管、
３０，３１…清掃部材（清掃部付き目皿）、
４０…清掃部（挿入部位）、４１…先端部、４２…基部、４３…封水挿入部、
４４ａ…芯材、４４ｂ…ブラシ部、
４５…基材、４６…抗菌部、
５０…目皿、
１１０…シンク、１１２…排水口、
ＩＮ１…挿入方向、ＡＸ１…軸方向、Ｓ１…封水。
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